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３ 人事委員会規則の制定等 

 

  人事委員会は独立した行政機関として、法律又は条例に基づき、その権限に属する事務に関し人事

委員会規則を制定する権限を有する(地公法第 8条第 5項)。現在制定されている規則の一覧並びに令

和 3年度の規則、達及び通知の制定等は次のとおりである。 

 

(1) 規則の一覧 

委 員 会       

名古屋市人事委員会公告式規則(昭和 26年人事委員会規則第 1号) 

名古屋市人事委員会会議規則(昭和 26年人事委員会規則第 2号) 

名古屋市人事委員会事務局組織規則(昭和 26年人事委員会規則第 3号) 

名古屋市人事委員会の権限に属する訴訟事務の委任に関する規則(平成 18 年人

事委員会規則第 4号) 

名古屋市人事委員会公印規則(昭和 26年人事委員会規則第 4号) 

名古屋市人事委員会聴聞規則(平成 6年人事委員会規則第 5号) 

名古屋市人事委員会事務局職員の職名及び補職名規則(昭和 34 年人事委員会規

則第 2号) 

任 用       

職員の任用に関する規則(昭和 33年人事委員会規則第 1号) 

編入市町村職員の採用に関する規則(昭和 38年人事委員会規則第 4号) 

試験企画委員等に関する規則(昭和 28年人事委員会規則第 7号) 

一般職の任期付職員の採用等の承認に関する規則(平成 15 年人事委員会規則第 5

号) 

勤務時間、休暇 

その他の勤務条件 

職員の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則(昭和 26 年人事委員会規則第 11

号) 

出勤簿処理規則(昭和 26年人事委員会規則第 15号) 

分限及び懲戒 

職員分限条例施行規則(昭和 33年人事委員会規則第 9号) 

外国の地方公共団体の機関等への職員の派遣に係る協議及び報告に関する規則

(昭和 63年人事委員会規則第 1号) 

公益的法人等への職員の派遣等に係る報告等に関する規則(平成 14 年人事委員

会規則第 1号) 

定年による退職の特例に関する規則(昭和 60年人事委員会規則第 1号) 

職員懲戒条例施行規則(昭和 26年人事委員会規則第 9号) 

服 務       

職務に専念する義務の免除基準に関する規則(昭和 26 年人事委員会規則第 13

号) 

営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和 26年人事委員会規則第 14号) 

退 職 管 理        職員の退職管理に関する規則（平成 28年人事委員会規則第 1号） 

措置要求、 

審査請求等 

退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則(平成 22 年人事委員

会規則第 2号) 

公務災害補償の審査の請求に関する規則(平成 14年人事委員会規則第 5号) 

勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成 25年人事委員会規則第 3号) 

不利益処分についての審査請求に関する規則(平成 24年人事委員会規則第 6号) 

不利益処分についての審査請求に関する書面の様式を定める細則(平成 24 年人

事委員会規則第 7号) 

公開口頭審理の傍聴に関する規則(昭和 42年人事委員会規則第 3号) 

職員からの苦情の申出及び相談に関する規則(平成 17年人事委員会規則第 3号) 



- 10 - 

 

職 員 団 体       

管理職員等の範囲を定める規則(昭和 41年人事委員会規則第 6号) 

職員団体の登録等に関する規則(昭和 41年人事委員会規則第 10号) 

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規

則(平成 9年人事委員会規則第 4号) 

名古屋市人事委員会が公平委員会の事務を委託された地方公共団体に係る管理

職員等の範囲を定める規則(昭和 41年人事委員会規則第 7号) 

                       (令和 4年 4月 1日現在) 

 

 (2) 令和 3年度の規則等の制定等 

ア 職員の任用に関する規則の一部を改正する規則 

公布年月日 規則番号 内       容 

R4.3.22 3号 市長事務部局等における組織改正等に伴う所要の改正及び一時降任した職

員の昇任についての所要の改正 

 

イ 職員の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

公布年月日 規則番号 内       容 

R4. 3.22 2号 会計年度任用職員の休暇に無給休暇を追加することに伴う所要の改正 

 

ウ 職務に専念する義務の免除基準に関する規則の一部を改正する規則 

公布年月日 規則番号 内       容 

R4. 3.25 

 

4号  

 

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を配偶者に準じた取り扱いとするこ

と、不妊治療のための職免の新設、会計年度任用職員について保育、子の傷

病の看護、介護、育児参加、分べん看護及び出生支援職免の取得要件を正規

職員と同等とすることに伴う所要の改正 

 

エ 不利益処分についての審査請求に関する規則の一部を改正する規則 

公布年月日 規則番号 内       容 

R3.7.13 

R3.8.12 

8号 

9号 

押印原則の見直しの方針を踏まえた様式等の所要の改正 

手続の併合又は分離に関する規定の改正 

 

オ 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

公布年月日 規則番号 内       容 

R4. 3.22 

R4. 3.25 

1号 

5号 

組織改編等に伴う所要の改正 

組織改編等に伴う所要の改正 

 

 

 

 

 

 


